
○美村総合交流促進施設条例 

平成１７年３月１日 

条例第１８１号 

改正 平成１７年１０月１２日条例第２７１号 

平成１９年３月１６日条例第１７号 

平成２６年３月１３日条例第９号 

令和元年６月２８日条例第１号 

（設置） 

第１条 山村地域における豊かな自然環境・伝統文化等の地域資源の活用や、農林業

体験を通じて地域住民と都市住民の交流を促進し、農産物及び特産物の供給販売に

より、農家所得向上と中山間地域全体の活性化を図るため、美村総合交流促進施設

（以下「促進施設」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（１） 名称 美村地域農産物等活用型総合交流促進施設 

（２） 位置 美馬市脇町字東大谷１８番地ほか 

（施設の内容） 

第３条 促進施設に設置する施設の内容は、次のとおりとする。 

（１） 管理宿泊棟 １棟 

（２） 浴室厨房棟 １棟 

（３） コテージ ５棟 

（４） 駐車場・多目的広場・体験農場ほか 

（業務） 

第４条 促進施設は、第１条に規定する目的を達成するために次の業務を行う。 

（１） 宿泊施設の提供 

（２） 飲食の提供 

（３） 農林業の体験等を通じて都市住民との交流を促進するための事業 



（４） その他促進施設の設置目的達成に必要な事業 

（休業日） 

第５条 促進施設の休業日は、毎月第１週及び第３週の水曜日（その日が国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）

に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日）とする。 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業

日を定め、又は休業日を変更することができる。 

（使用時間） 

第６条 促進施設の施設ごとの使用時間は、別表のとおりとする。 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を

変更することができる。 

（使用の制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を拒み、又は中止

を命ずることができる。 

（１） 施設の使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組

織の利益になると認めるとき。 

（２） 施設の使用が公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると

認められるとき。 

（３） その他市長の指示に従わないとき。 

２ 前項の規定により、使用の中止等の処分を受けた者に損害が生じても、市は、こ

れを賠償しないものとする。 

（使用料） 

第８条 促進施設を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納付しなければな

らない。 

（使用料の減免） 

第９条 市長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の全部若しく

は一部を減額し、又は免除することができる。 



（使用料の還付） 

第１０条 既納の使用料は還付しない。ただし、促進施設を使用する者（以下「使用

者」という。）の責めに帰することができないと市長が認めたときは、既納の使用

料の全部又は一部を還付することができる。 

（損害賠償の義務） 

第１１条 使用者は、施設、設備、展示品等を損傷し、又は亡失したときは、これに

よって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失

がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一

部を免除することができる。 

（指定管理者） 

第１２条 市長は、促進施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理

者」という。）に促進施設の管理を行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１３条 前条の規定により指定管理者に促進施設の管理を行わせる場合に当該指定

管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

（１） 第４条各号に掲げる業務 

（２） 使用料の徴収に関する業務 

（３） 促進施設の維持管理に関する業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

２ 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に促進施設の利用に係る料金（以下「利

用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

３ 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第５条及び第６

条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に

必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第７条中「市長」

とあるのは「指定管理者」、「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えて、

これらの規定を適用する。 



４ 第２項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあ

っては、第８条から第１０条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、第

８条中「別表に掲げる」とあるのは「別表に掲げる金額の範囲内において、あらか

じめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第８条及び第１０条中「使用」

とあるのは「利用」と、第９条及び第１０条中「市長」とあるのは「指定管理者」

と、第１０条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えて、これらの規定を適

用する。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の美村総合交流促進施設設置及び管理

に関する条例（平成１２年脇町条例第２９号）の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１７年１０月１２日条例第２７１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美村総合交流促進施

設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の

美村総合交流促進施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみ

なす。 

附 則（平成１９年３月１６日条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に使用の許可を受けたコテージの使用料については、なお

従前の例による。 

附 則（平成２６年３月１３日条例第９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月２８日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（美村総合交流促進施設条例に関する経過措置） 

２８ 第２９条の規定による改正後の美村総合交流促進施設条例の規定は、令和元年

１０月１日以後の使用に係る使用料（平成３１年４月１日前に許可を受けた宿泊の

使用に係る使用料を除く。）について適用し、令和元年１０月１日前の使用に係る

使用料及び同日以後の宿泊の使用であって平成３１年４月１日前に許可を受けたも

のに係る使用料については、なお従前の例による。 

別表（第６条、第８条関係） 

１ 管理宿泊棟のうち本館和室 

区分 使用料（１人当たり） 

１泊素泊 １泊朝食付き １泊２食付き 

大人（中学生以上） ５，２３０円 ６，２８０円 ７，８５０円

小人（小学生） ３，１３０円 ３，６６０円 ４，７００円

幼児（小学生未満） １，５６０円

備考 

１ 使用時間は、使用開始日の午後４時から使用最終日の午前１０時までとする。 

２ 「幼児（小学生未満）」の使用料（１人当たり）は、１泊素泊、１泊朝食付

き及び１泊２食付きのすべての区分において同一金額とする。 

２ 管理宿泊棟のうち多目的研修室 



区分 金額 

２時間以内の使用料 ２，０８０円

超過使用料（１時間ごと） １，０３０円

備考 

１ 使用時間は、午前９時から午後１０時までとする。 

２ 超過使用料とは、使用許可時間を超過した分に係る使用料をいい、その算定

については、超過時間で１時間未満の端数は、１時間に切り上げる。 

３ コテージ 

区分 １棟１泊当たりの使用料 休憩（１時間当たり）の使用料 

４人まで使用 １０，４７０円２，０８０円 以後１時間延長す

るごとに１，０３０円の使用料を

加算する。 

５人使用 １２，０３０円

６人使用 １３，６１０円

７人使用 １５，１８０円

備考 

１ 使用時間は、使用開始日の午後４時から使用最終日の午前１０時までとする。 

２ 「１時間延長」の算定については、１時間未満の端数は、１時間に切り上げ

る。 

 


